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3．移⾏係数検証⼿法の検討 
 

 2 回の委員会及び 2 回のワーキンググループ会議等を通じて移⾏係数の検証⼿法を検討

し、第２回検討委員会において以下の項⽬について結論を得た。 

 

（１）検証に供する原⽊の採取条件（地域、林齢、樹種、胸⾼直径、地形、伐採時期、空間

線量、原⽊の放射性物質濃度、含⽔率、保管⽅法、本数、⽟切りの位置、伐倒時の留意点等） 

①地域 

・可能な限り東⽇本地域の複数の県における原⽊林から調達することが望ましい。 

・原⽊の放射性物質濃度の関係から地域的な偏りがないよう配慮する必要性がある。 

・栽培試験⽤の原⽊をどこから調達したかは、栽培試験として解析する上ではロットごとに

管理する。 

 

②林齢 

・⼀般的に⽣産に供される林齢（20 年⽣程度まで）の原⽊とする。 

 

③胸⾼直径 

・⼀般的に⽣産に供される胸⾼直径（6〜20cm 程度まで）の原⽊とする。 

 

④地形 

・可能な限り尾根部、⾕筋など地況の異なる原⽊林から調達することが望ましいが、重視す

る必要はない。 

・2 段サンプリングをする際の 1 地点 1 ロット内で原⽊を抽出する際は、互いに離れた異な

る原⽊運搬カーゴから 1 本ずつ取り出すなど、ランダム化を図る⼯夫が必要。 

 

⑤伐採時期 

・10 ⽉〜11 ⽉とする。 

 

⑥空間線量率 
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・原⽊の採取にあたって考慮しないが、原⽊林の空間線量率は基本情報として平均的な空間

線量率は計測・記録する。 

 

⑦原⽊の放射性物質濃度 

・⽣産者への調査を⾏った結果、0-20Bq/kg の原⽊を使⽤している割合が 80.5%を占める。

現状に即した原⽊のデータを採ることが重要なので、この範囲での放射性物質濃度の原

⽊を試験に共するものとする。但し、検出限界以下の原⽊は統計的な解析処理を複雑・困

難にするため、試料となる原⽊と発⽣する⼦実体の両⽅が、セットで放射性物質濃度を定

量できることを条件とする 。 

 

⑧原⽊の含⽔率 

・放射性物質濃度は、⼦実体も原⽊も絶乾をベースにした値とする。 

・含⽔率は接種前に計測するものとする。 

・原⽊については質重量と絶乾重量を計測し、実態として利⽤している原⽊の含⽔率の分布

を把握した上で、平均的な含⽔率を決める。 

 

⑨原⽊の保管⽅法 

・伐採後の原⽊の保管にあたっては、⼟の上に直接置かず、コンクリートブロックを敷いた

上に置くなど、⼟壌との接触を避ける。 

 

⑩本数 

 統計的に有意なデータが得られるためには、信頼区間に応じて以下のサンプル数が必要

であることが明らかになった。 

A 案 37 地点から各 12 本を採取………444 本 

B 案 13 地点から各 15 本を採取………195 本 

C 案 8 地点から各 15 本を採取 ………120 本 

 統計的な本数の根拠については、p58 の「移⾏係数の推定に必要なサンプル数（4）」を参

照。A 案は 90〜111％の信頼区間とした場合、統計的には 37 地点×10 本となるが、⼦実体

が発⽣しない場合などを勘案し、12 本とした。同様に、C 案では 80〜125％の信頼区間と



57 

 

した場合は 8 地点×13 本となるが、2 本増やし 15 本とした。B 案は A 案と B 案の中間を

とって概ね 200 本採取することを念頭に地点数を割り出した。 

 

⑪⽟切りの位置 

・特に指定しない 

 

⑫樹種 

・先⾏調査によれば、樹種による移⾏係数の傾向の違いは⾒いだせないことから、樹種は問

わない。ただし、樹種はクヌギもしくはコナラとする。 

 

⑬検体の採取と分析 

・原⽊のサンプルは、伐倒直後やほだ⽊として⽟切りした後、原⽊の上端・下端をチェーン

ソーで削って U-8 容器に詰めて分析機関に送る。各原⽊の濃度は両者を混合した⽊粉の

分析値とする。 

 

⑭その他 

・移⾏係数に影響を与える変動要因が重要。先⾏研究により、原⽊中のカリウム濃度が移⾏

係数に関わっていることが明らかとなっていることから、原⽊のカリウム濃度の分析を

⾏う。 
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（2）検証に供する種菌、植菌時期、植菌数 

①種菌 

・原⽊しいたけ栽培に関するアンケート集計結果を参考に、⽣産者が多く使⽤している種菌

などを含め複数の種菌を使⽤するのが望ましい。 

 

②植菌時期 

・3 ⽉〜4 ⽉ 

 

③植菌数 

・種菌メーカーで推奨している植菌数に従う。 

 

（3）ほだ⽊の保管⽅法、浸⽔後の管理、再汚染防⽌措置、栽培⽅法、栽培地域の検討 

①ほだ⽊の保管⽅法 

・ほだ⽊は、個別にナンバリングして管理を⾏う。 

 

②再汚染防⽌措置 

・追加汚染の影響を切り分けるため、⼟壌との接触等を避けた環境での栽培が必須。 

・種菌接種後、栽培環境からの追加汚染がない施設を利⽤する。 

 

③栽培⽅法 

・施設内での慣⾏栽培に従う。 

 

④栽培地域の検討 

・試験研究機関や⽣産者など可能な限り多くの地点・地域の協⼒を得る。 

・管理体制としては次年度以降も検討が必要。 

 

（4）分析する⼦実体の採取位置、採取回数、含⽔率 

①⼦実体の採取位置 

・採取位置は問わない。 
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・⽣産現場の実態を勘案し、いわゆる「⼋分開き」を⽬安に採取する。 

 

②採取回数 

・菌を接種後に初回発⽣した⼦実体をすべて採取する。最初の採取から最後の採取までの期

間は 3 ⽇以内とし、これらをまとめて⼀つの検体とする。 

 

③⼦実体の含⽔率 

・分析する前の⽣重量、分析した時の重量、分析したものの含⽔率を計測する。 

・放射性物質濃度は、⼦実体も原⽊も絶乾をベースにした値とするものの、⼦実体について

表記する際は⾷品成分表の記載に準ずる（最新の⼋訂では⽣しいたけの 100g 中の⽔分は

91.5g）。 

④サンプル数 

・原⽊のサンプル数と同様とし、1 本の原⽊に対して、そこから採取した⼦実体を 1 検体と

する。 

 

（5）⼦実体の検査⽅法、検査機器の種類、回数 

①⼦実体の検査⽅法 

・初回発⽣分を採取し、分析機関に放射性セシウム濃度等の測定を依頼する。 

・原⽊栽培の可⾷部は傘であり、傘の部分の⽅が柄よりも若⼲放射性物質濃度が⾼いので、

柄の部分は切除する。 

 

②検査機器の種類 

・ゲルマニウム半導体検出器で測定する。 

 

③回数 

・通常⾏われている通り 1 回とする。 

④分析対象物質 

・セシウム 137、セシウム 133、カリウムの 3 種とする。併せて質重量、絶乾重量、含⽔率

を測定し、検体ごとに記録する。 
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・⼀般⾷品の基準値である 100Bq/kg はセシウム 134 と 137 の合計であるが、134 はほと

んど検出されないため測定は不要とする。 

 

（6）検査結果の分析と評価⼿法、補正係数の検討 

①検査結果の分析と評価⼿法 

・原⽊及び⼦実体それぞれのセシウム 137、セシウム 133 により移⾏係数を求め、さらに

統計的な⼿法を⽤いて、100Bq/kg 以下の安全なしいたけが栽培できる原⽊の指標値を提

案する。 

・また、セシウム 133 の移⾏係数を算出することで、将来、セシウム 137 の移⾏係数がど

のように収束していくかを推定する。 

 

（7）（1）〜（6）を踏まえた調査⽅法の概要、作業⼯程表、作業チェックリストの作成 

①調査⽅法の概要 

［1 年⽬（令和 4 年度）］ 

〇1 年⽬前半 

1 a）移⾏係数の分布概略を把握し、主要な変動要因（原⽊の採取場所、菌株の種類等）

とその変動要因の⼤きさを相対的に⽐較できるように、⼦実体発⽣前のほだ⽊を調達し、⼦

実体発⽣前のほだ⽊と⼦実体の分析を⾏う。 

〇1 年⽬後半 

1 a）の分析結果を解析し、それに基づいて、1 b）原⽊の調達、栽培管理の協⼒依頼等、

新たな原⽊栽培試験の仕込みをすることを基本とする 

 

［2 年⽬（令和 5 年度）］ 

1 a）の解析の結果、検討が不⾜していると考えられるところを中⼼に、1 a）と同じよう

な⼿法あるいはさらに⼯夫した⼿法で、発⽣前のほだ⽊と⼦実体の分析、さらに必要があれ

ば、原⽊だけの分析を⾏う。その際、3 年⽬に⼦実体の発⽣を得て、全国統⼀の移⾏係数の

代表値とその不確かさ（分散、ばらつき）の評価に活⽤できるような調査を⾏う。 

 

［3 年⽬（令和 6 年度）］ 
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1 年⽬に 1 b）で植菌したほだ⽊から発⽣した⼦実体を採取・分析し、1 a）と 2 年⽬の調

査分析結果の解析に基づいた、解析⼿法の選択や補正などを⼯夫して、 

●原発事故後 12 年⽬時点の原⽊きのこ栽培における移⾏係数の代表値と、上側 95％推定

値を確定する。 

●原発事故後 20 年⽬以降に直接汚染されていない原⽊を利⽤した場合の移⾏係数の代表値

と上側 95％推定値を確定する。 

 

本事業ではセシウム 137 による移⾏係数評価と、セシウム 133 による移⾏係数評価を検

討するが、両者に有意な違いがなければ、それを⽇本の原⽊きのこ栽培における全国統⼀の

移⾏係数とすればよく、指標値の算出に利⽤することが可能となる。 

但し、有意な乖離が⽣じる可能性は否定できず、調査分析や試験を実施する中で検証を⾏

うものとする。 
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②作業⼯程表 
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③作業チェックリスト 

 

1. 検討委員会の設置 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

検討委員の選定 6 ⽉ R3 年度の委員を中⼼に検討  

委員の選任・委嘱 6 ⽉ 所属機関等へ委嘱依頼書の提出  

栽培管理体制の検討 ６⽉ 栽培管理体制の構築（協⼒依頼）  

R4 春採取の検体数の確認 6 ⽉ 秋に調達する量の 1/2 あるいは 1/3   

R4 春発⽣の地点の確認 6 ⽉ どの程度の採取地点が必要かの検討  

ほだ⽊検体の採取時期の検討 6 ⽉ ⼦実体発⽣前のどのタイミングか  

 

2. R4 年春発⽣⽤ほだ⽊の購⼊先の検討と購⼊・検体の採取 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

ほだ⽊購⼊先の検討 6 ⽉ ⽣産者団体、県、種菌メーカー等に確認  

ほだ⽊購⼊先との交渉 7 ⽉ 販売可能本数、価格  

⼦実体発⽣時期の確認 7 ⽉ 1 回⽬発⽣のほだ⽊で、発⽣時期はいつか  

検体（ほだ⽊）採取⽅法の確認 7 ⽉ 誰が、どのタイミングで採取するか  

検体（ほだ⽊）採取器具の確認 7 ⽉ チェーンソー、シート、マリネリ容器  

検体（⼦実体）採取⽅法の確認 7 ⽉ 初回発⽣分を 3 ⽇以内に採取、柄は切除  

検体（⼦実体）採取器具の確認 7 ⽉ U-8 容器（粉砕は不要）  

分析機関への発送⽅法の確認 7 ⽉ 元払か着払か、⼦実体は冷蔵で  

 

3. 分析機関の選定、分析項⽬の確認 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

分析機関の選定 6 ⽉ 分析条件に対応した分析機関の選定  

分析項⽬、分析条件の確認 6 ⽉ 137Cs、133Cs、K、下限値確認、重量計測  

分析料⾦の確認 6 ⽉ ⾒積依頼。137Cs は薬剤処理なく別注可  

検体表、分析依頼書の書式確認 6 ⽉ 決まったものがあれば利⽤する  
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⽀払い条件、納期の確認 7 ⽉ 送料の着払い対応も確認  
 

4. 原⽊の⼊⼿先の検討 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

原⽊⼊⼿先の検討 8 ⽉ 県、林試、森林組合等にヒアリング  

原⽊の採取可能本数の確認 8 ⽉ 林分内で⼀定の距離が離れている必要  

原⽊採取予定地の確認 8 ⽉ 伐採予定の⽴地、汚染度合いの確認  

原⽊伐採予定地の決定 8 ⽉ 委員会で確認、⽀払い条件等確認  

伐採予定時期の確認 8 ⽉ 地点ごとの伐採予定時期を確認  

伐採予定地の空間線量率の測定 9 ⽉ 地上 10cm、1m。地点数は委員に確認  

サーベイメータのレンタル 7 ⽉ 森林総研 校正済か確認  

 

5. R5 年春植菌分ほだ⽊の栽培管理先の検討・依頼 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

栽培管理依頼先の検討 7 ⽉ ⽣産者団体、県、林試等にヒアリング  

栽培管理依頼先の環境確認 7 ⽉ 施設栽培であること、追加汚染対策等  

栽培管理依頼先の依頼内容協議 8 ⽉ 可能本数、検体の採取・調整含む  

栽培管理依頼先の決定 8 ⽉ 費⽤、⽀払条件等確認、委員会へ確認  
 

6. R5 年春植菌分ほだ⽊の配送、植菌までの管理の依頼 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

原⽊⼊⼿先の伐採時期の再確認 10 ⽉ 各業者に確認  

原⽊伐採時の留意点の確認 10 ⽉ 林分内で互いに離れた原⽊であること等  

原⽊の配送⼿続きの確認 11 ⽉ 栽培管理先への配送⽅法、本数等確認  

栽培管理先への保管条件の確認 11 ⽉ 原⽊の保管⽅法確認、ナンバリング依頼  
 

7. R5 年春植菌分の種菌の⼿配 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

試験に供する種菌の決定 10 ⽉ 種類、委員会で協議・決定  
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栽培管理先の使⽤種菌の確認 10 ⽉ ⽣産者の管理先に確認  

種菌メーカーへ発注・配送⼿続 12 ⽉ 栽培管理先ごとへ必要数の配送⼿続  
 

8. R5 年春の植菌と原⽊の検体採取 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

検体（ほだ⽊）採取⽅法の確認 2 ⽉ 誰が、どのタイミングで採取するか  

検体（ほだ⽊）採取器具の確認 2 ⽉ チェーンソー、シート、マリネリ容器  

分析機関への発送⽅法の確認 2 ⽉ 元払か着払か  

栽培管理先への植菌の依頼 2 ⽉ 種菌ごとの推奨植菌数を案内  

植菌作業の費⽤確認 2 ⽉ ⽀払い⽅法等も確認  
 

9. R5 年春の植菌済原⽊の管理 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

植菌済み原⽊本数の確認 4 ⽉ 毀損原⽊の有無と R5 年度管理本数を確認  

管理⽅法・追加汚染対策の確認 4 ⽉ R5 年度の管理⽅法を確認  

R5 年度の管理予定の確認 4 ⽉ 仮伏の期間、場所等  

 

10. R6 年春発⽣の⼦実体の検体採取 

作業名 期 限 摘   要 ✅ 

⽣育状況の確認 2 ⽉ 栽培管理先へ確認  

⼦実体発⽣予想時期の確認 7 ⽉ 1 回⽬発⽣のほだ⽊で、発⽣時期はいつか  

検体（⼦実体）採取⽅法の確認 7 ⽉ 初回発⽣分を 3 ⽇以内に採取、柄は切除  

検体（⼦実体）採取器具の確認 7 ⽉ U-8 容器（粉砕は不要）  

分析機関への発送⽅法の確認 7 ⽉ 元払か着払か、⼦実体は冷蔵で  

 

 

以降、R5 年度の原⽊の調達は「4. 原⽊の⼊⼿先の検討 」「6. R5 年春植菌分ほだ⽊の配

送、植菌までの管理の依頼」に沿って確認を⾏う。令和 7 年 1 ⽉移⾏に発⽣する⼦実体に

ついては「10. R6 年春発⽣の⼦実体の検体採取」に準じる。  




